募 集 要 領公第8‐002号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年12月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日本政策金融公庫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管財部契約課　

次のとおり公募に付します。
なお、本件に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とするものである。

１　公募に付する事項
（１）件名
令和８年度課題解決サポート事業受託者の公募

（２）目的及び概要等
課題解決サポート事業は、多様な経営展開を図る農林漁業者の経営課題等を把握し、適時的確な課題解決策の提案等を行うことを目的として、専門的な知識を有する税理士・中小企業診断士等に調査を委託するものである。
受託者は、株式会社日本政策金融公庫農林水産事業（以下、「公庫」という。）が依頼した内容について調査を行うものとする。
なお、具体的な調査内容は、公庫が農林漁業者より同意を得たうえで、以下のメニューに沿って受託者に調査を依頼する際に公庫より示す。
	メニュー
	内容

	Ａ　実態把握
	①経営状況把握
	年２回程度の訪問により、公庫資金（農林水産事業に係るもの。以下同じ。）を借り入れた農林漁業者の経営実態や経営課題に係るヒアリング調査を行う。

	
	②計画作成支援
	公庫資金の借入金残高がある、又は向こう１年以内に公庫資金の借入を希望する農林漁業者について、経営課題や経営計画等を調査し、経営改善資金計画等（５か年程度の収支計画を含む。）の策定支援及び助言等を行う。

	Ｂ　経営課題共有
	①経営ビジョンの策定支援
	大規模な新規参入や規模拡大、新事業の開始等に取り組む農林漁業者について、経営理念、経営の強み・弱み及び経営戦略等を調査し、その文書化の支援及び助言等を行う。

	
	②経営発展プランのフォロー
	経営戦略に基づくアクションプランの進捗状況を把握し、経営課題について調査を行う。

	
	③経営課題の抽出・分析
	ＳＷＯＴ分析やバリューチェーン分析等の分析手法や現地調査等を通じて、経営課題の抽出・分析及び助言等を行う。

	
	④その他
	専門性が求められる経営課題について、調査・分析及び助言等を行う。

	Ｃ　課題解決提案
	①６次産業化支援
	２回以上の接触（うち１回は現地訪問）により、農林漁業者が抱える経営課題を調査・分析したうえで、高度な専門性が求められる解決策の提案をオーダーメイドで行う。

	
	②販路拡大支援
	

	
	③法人化支援
	

	
	④事業承継支援
	

	
	⑤後継者育成支援
	

	
	⑥新規参入支援
	

	
	⑦経営改善・事業再生支援
	

	
	⑧生産工程の見直し
	

	
	⑨労務管理・組織体制見直し
	

	
	⑩生産技術支援
	

	
	⑪その他
	

	
	⑫ＦＣＰシート作成支援
	ＦＣＰシートの作成支援をオーダーメイドで行う。

	
	⑬濃密課題解決支援
	上記メニューにかかわらず、公庫が濃密な支援が必要と判断する事項について、調査・分析したうえで、高度な専門性が求められる解決策の提案をオーダーメイドで行う。

	Ｄ　輸出支援
	①トライアル輸出
	新たに輸出に取り組もうとする者に試験的な輸出の機会を提供し、商品サンプルの販売等を通じた現地での評価をフィードバックする。

	
	②海外販路開拓
	海外商談会等における販路開拓支援を通じ、現地ニーズ等の調査を行う。

	
	③輸出規制・市場等対応支援
	輸出先国の市場及び規制対応に課題のある者に対し、輸出の実現に向けた課題の整理及び助言等を行う。













（３）契約期間
契約締結日から令和９年３月31日まで

（４）成果物
イ　本委託業務における成果物は以下のとおりとする。
　　　・課題解決サポート事業調査報告書（様式Ｃ１号）
　　　・メニューに応じた必須提出書類
	区分
	メニュー
	必須提出書類

	Ａ実態把握
	経営状況把握
	経営及び投資動向ヒアリングシート（参考様式）又は公庫から依頼した資料等

	
	計画作成支援
	経営改善計画書（５か年程度の収支計画、償還計画、経営改善方策（Ａ４判１枚程度）を含む）

	Ｂ経営課題共有
	経営ビジョンの策定支援
	・経営ビジョンシート
・経営ビジョンシート策定にいたる農林漁業者へのアドバイス内容（Ａ４判1枚程度）
・策定した経営ビジョンシートへのコメント（Ａ４判1枚程度）

	
	経営発展プランのフォロー
	・アクションプランの進捗状況を整理した資料（様式任意）
・進捗状況を踏まえた新たな経営課題の抽出とその改善策を記載した提案書（様式任意）

	
	経営課題の抽出・分析
	報告書（様式任意）

	
	その他
	報告書（様式任意）

	Ｃ課題解決支援
	報告書（様式任意）

	Ｄ輸出支援
	報告書（様式任意）



　ロ　納期
調査が完了した月の翌月10日とする。ただし、令和８年度の調査に係る最終納期は令和９年２月26日（金）とする。
　ハ　納入場所は以下のいずれかを公庫から指定する。
・公庫　本店（営業推進部又は情報企画部）
・公庫　支店（農林水産事業）
ニ　委託費の支払　
・委託費の支払を受けるにあたり、次の書類（以下、「請求書等」という。）を公庫へ提出する。
①調査委託費請求書（様式Ｃ２－１号。外国法人の場合は様式Ｃ２－２号。）
②収支決算書（様式Ｃ３号）
③その他公庫が必要と認める書類
　　　　　　・公庫において前イの成果物及び請求書等を受領し、検収を終了した後、調査に係る委託費として項番６に定める１件当たりの単価に実績件数を乗じた金額の合計額を支払うものとする。なお、項番６（２）に定める事務手数料については、請求書等により公庫へ対して請求がある場合に支払うものとする。
・調査の遂行に係る出張・交通費並びに調査で使用するパーソナルコンピュータ等の機器及び文具等の消耗品に係る費用は、全て受託者の負担とする。
　　　　　　・公庫は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときには、委託費の全部又は一部の支払を停止し、又は既に支払った委託費の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
①調査の遂行方法又は結果が委託の本旨と相違するとき。
②委託費の支出内容が適正でないことが判明したとき。
③その他受託者が本件の契約内容に違反したとき。
　　　　　　・公庫は、受託者に対し、調査の遂行状況又は委託費の支出状況について調査することがある。

２　応募要件
（１）次のいずれかに該当すること。
イ　税務、経営診断、輸出支援、農業・林業・漁業経営（いずれかで可）について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士、獣医師等の専門家
ロ　イが組織する団体
ハ　公庫が、イ又はロに準ずると認める者、団体
（２）次の各項に該当しない者であること。
イ　契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
ロ　公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた３年以内の期間を経過しない者
（イ）契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
（ロ）公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
（ハ）契約者が契約を履行することを妨げたとき。
（ニ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
（ホ）正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
（ヘ）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
（ト）この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ　参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
（３）個人情報管理体制が確立されていること。
（４）機密情報保持等に関する誓約書に記載がある事項について確認できること。
（５）会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。 
（６）参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者であること。
（７）その他公庫が不適当と認めた者でないこと。

３　応募申込
応募希望者は、令和８年１月16日（金）日本時間15時00分までに、項番４に示す提出書類を項番７の申込先へ項番８の提出方法にて提出すること。

４　提出書類
	
	書類
	様式
	属性

	
	
	
	個人・個人事務所
	法人・団体

	
	
	
	・農業経営アドバイザー
・林業経営アドバイザー
・水産業経営アドバイザー
・税理士・中小企業診断士
・税理士事務所  　　　等
	・株式会社
・税理士法人
・一般社団法人　　　等

	１
	参加申込書
	様式１
	○
	○

	２
	個人情報等管理体制確認書
	様式２
	○
	○

	3-1
	機密情報保持等に関する誓約書
	様式３
	○
	○

	3-2
	誓約書別紙（顧客サポート等管理体制図）
	別紙
	○
	○

	４
	調査計画書
	様式４
	○
	○

	５
	応募要件証明書類

	
	資格証明書類（税理士証票や中小企業診断士登録証等）（写し）

※有効期限のある証明書は有効期限内のものとする。
※資格を有さない者は経歴書等を添付する。
	事業内容がわかるもの（本事業の履行が可能であると判断できる情報が掲載されている定款、パンフレット、ホームページを出力したもの等）


	６
	その他、公庫が必要に応じて
提出を求める資料
	
	※１～５の書類で参加資格を審査出来ない場合のみ、公庫から応募者に個別に提出を依頼する。

	７
	提出書類確認票（セルフチェック）
	様式５
	※提出は任意であり、合否に影響しない。

	８
	「Ｃ 課題解決提案」メニューに関する報告書のサンプル等
	
	※提出は任意であり、合否に影響しない。作成する際には、項番１（２）の「Ｃ 課題解決提案」メニューの中からテーマを選定する。調査を希望する者に提供することを想定し策定すること（個人情報を含まないものに限る。）。



５  受託者の決定について
参加資格を審査し、合格した者のみ、「契約資格を有する者」とし、受託者として公庫から選定結果通知を発送する。
原則として、選定結果通知の発送により受託者に選任されたものとして扱う。
なお、公庫が確認書の作成を必要と判断した場合には、受託者に対し個別に公庫の指定する電　　　　子契約サービスを利用し確認書へのメール認証での電子署名（電子証明書は不要）を依頼することがある。

６　契約金額について
（１）次表のとおり、メニューに応じた単価を定める。
	分類
	メニュー
	単価
（消費税及び地方消費税を除く。）

	Ａ　実態把握
	①経営状況把握
	１件当たり20千円

	
	②計画作成支援
	１件当たり50千円

	Ｂ　経営課題共有
	①経営ビジョンの策定支援
②経営発展プランのフォロー
③経営課題の抽出・分析
④その他
	１件当たり100千円

	Ｃ　課題解決提案
	①６次産業化支援
②販路拡大支援
③法人化支援
④事業承継支援
⑤後継者育成支援
⑥新規参入支援
⑦経営改善・事業再生支援
⑧生産工程の見直し
⑨労務管理・組織体制見直し
⑩生産技術支援
⑪その他
	１件当たり260千円
※「Ｃ 課題解決提案のうち①～⑪」において、１先に対して複数のテーマについて調査を実施する場合、２件目以降の委託費単価は１件当たり100千円（消費税及び地方消費税を除く。）とする。

	
	⑫FCPシート作成支援
	１件当たり100千円

	
	⑬濃密課題解決支援
	１件当たり780千円

	Ｄ　輸出支援
	①トライアル輸出
②海外販路開拓
	１件当たり150千円
※事前面談・事後フォローを行った場合は、それぞれ20千円（消費税及び地方消費税を除く。）を別途支払う（オンライン面談も可）。

	
	③輸出規制・市場等対応支援
	１件当たり260千円









[bookmark: _Hlk211501169]（２）受託者が項番２「応募要件」（１）ロの団体であって、調査実務を担う会員等を選定するための事務手数料が必要な場合は、１件当たり２千円（消費税及び地方消費税を除く。）を加算する。

７　申込・問合せ先（注）
〒１００－０００４　
東京都千代田区大手町１－９－４　大手町フィナンシャルシティノースタワー
株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課　
担当：浅倉　花帆、古泉　潤奈
電話：０３－３２７０－１５５２、ＦＡＸ：０３－３２７０－１４１１
（注）本募集要領に係る業務内容等への問合せについては、お答えできかねます。

８　提出方法
原則として、簡易書留郵便により、申込期限必着で郵送すること。
なお、やむを得ない事情等により持参する場合には、項番７における｢公庫エントランス１階総合受付｣で公庫担当名及び当該案件の公募参加申込申請書等を持参した旨を伝えること。また、持参した場合であっても、受領時に提出書類の確認は行わないため、提出書類に不備が無いよう留意すること。
　　
９　その他
（１）参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。
（２）書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
（３）提出された書類は、返却しない。
（４）提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。
（５）必ずしも全ての受託者に調査の依頼が発生するものではない（参考：令和６年度において実際に調査依頼を行った受託者の割合は約３割。）。また、調査対象者は公庫が選定するものであるため、受託者から直接農林漁業者に対して本事業を周知してはならない。
（６）契約資格を有する者が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）」及び関連する政令等（以下、「フリーランス法」という。）における「特定受託事業者」（フリーランス）に該当する場合は、フリーランス法における発注者側の義務を果たす範囲内で仕様又は契約内容を変更する場合がある。
















（参考①）課題解決サポート事業の流れ（輸出支援メニュー以外）
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（参考②）課題解決サポート事業の流れ（輸出支援メニュー）
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日本政策金融公庫
管財部契約課
（令和７年10月１日施行）



機密情報の取扱いに係る安全対策ガイドライン
　
本ガイドラインは、公庫から受託した業務を実施する上で取り扱う公庫の情報資産（公庫が機密情報として指定する情報）に関して、情報漏えい等防止の観点から遵守すべき管理体制、管理方法、業務従事者への教育等のルールを定めたものです。

１　受託にあたって遵守すべき安全対策事項
（１）各種安全管理措置
　　　公庫は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置（安全管理措置）を講じる義務を負っています（個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）第66条第１項）。
　　　公庫から個人情報の取扱いの委託（※）を受けた者は、当該委託を受けた業務について公庫と同様の安全管理措置を講じる義務を負います（個人情報保護法第66条第２項）。
　　※再委託（子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）や親会社等のグループ会社に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。以下同じ。）を含みます。

　　　個人情報保護に係る具体的な安全管理措置としては次のようなものがあります。
	【組織的安全管理措置】
・ 組織体制の整備
・ 個人情報の取扱いに係る規律に従った運用
・ 個人情報の取扱状況を確認する手段の整備
・ 漏えい等の事案に対応する体制の整備
・ 個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
【人的安全管理措置】
・ 従事者の教育
【物理的安全管理措置】
・ 個人情報を取り扱う区域の管理
・ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・ 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
・ 個人情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄
【技術的安全管理措置】
・ アクセス制御
・ アクセス者の識別と認証
・ 外部からの不正アクセス等の防止
・ 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
【外的環境の把握】
・ 保有個人情報が取り扱われる外国の特定
・ 外国の個人情報の保護に関する制度等の把握



[bookmark: _Toc147312813]（２）機密情報の管理体制
　　イ　情報管理責任者の明確化
[bookmark: _Hlk188988304]　　　　受託業務中に漏えい等の事故が発生した場合の責任を明確化させ、迅速な対応をとるために、委託先は当該業務に係る情報管理責任者を定め、別添１「情報管理責任者選任・退任報告書兼記録票」などの書面又は口頭により公庫に報告するものとします。
　　　　上記情報管理責任者は代表取締役等の役員級である必要はありませんが、原則として部長級など一定の責任を負うべき者を責任者として定めるものとします。また、必ずしも委託先における事務連絡担当者と一致させる必要はありません。
[bookmark: _Hlk188988378]　　　　委託先の情報管理責任者は、業務遂行に当たって機密情報の安全管理について責任を負い、事務を統括します。また、委託先の情報管理責任者に変更があった場合は速やかに公庫に対して別添１「情報管理責任者選任・退任報告書兼記録票」などの書面又は口頭により報告するものとします。

　　ロ　業務遂行に係る体制
　　　　業務の複雑性など必要に応じて、作業場所、作業場所ごとの人数や作業内容（委託先及び再委託先（再委託先が子会社や親会社等のグループ会社である場合を含み、再々委託先以降の委託先を含む。以下同じ。）の役割分担など）を記載した体制図の作成をお願いする場合がございます。
　　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務の履行に伴う情報の管理体制又は管理方法を変更する必要がある場合には、事前に公庫に報告を行うものとします。

　　ハ　サイバーセキュリティ対策　【受託業務においてPCやシステム、クラウドサービスの利用がある場合のみ】
　　　　近年、公庫の委託先においても、不正アクセス等による情報漏えいが増加しています。そのため、取り扱う情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保する必要があります。
　　　　委託先の情報管理責任者はサイバーセキュリティに関する組織体制を確認するものとし、体制が整っていない場合は、サイバーインシデントが発生した場合の責任者を明確にしておくものとします。また、委託先の情報管理責任者は、自社がサイバーセキュリティ対策（※）を実施していることを確認するものとします。
　　　※公庫の機密情報を取り扱う、委託先が使用するシステムにおいてウイルス対策や不正アクセス対策（情報の暗号化防止措置など）といった各種セキュリティ対策が講じられていること
　　　　また、公庫の業務を遂行するに当たって委託先においてクラウドサービス（社外（子会社や親会社等のグループ会社を含む。）のサーバ上で情報を取り扱うサービスをいい、ASPサービスを含む。以下同じ。）を利用する場合には、当該クラウドサービスのセキュリティ対策が十分であることを確認する必要があります。
　　　　なお、クラウドサービスの利用が業務の「再委託」に該当する場合がありますので、留意してください（後掲（６）参照）

[bookmark: _Toc147312814]（３）機密情報の提供
　　イ　機密情報の提供
　　　　委託先の情報管理責任者は、公庫から受託業務の遂行に当たって必要な機密情報の提供を受ける場合は、公庫に対して書面、メール、口頭その他適宜の方法により提供を依頼の上、公庫の承認を得た上で提供を受けるものとします。
　　　　委託先からの提供依頼について、例えば履行開始前の包括的な依頼（契約期間中随時情報提供を受けることを公庫と合意しているなど）によることでも差し支えありません。

　　ロ　機密情報の管理
　　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務の遂行に当たって取得した機密情報を受託業務の従事者以外の者が利用しないよう適切な管理を行うとともに、作業終了後は施錠箇所に保管するものとします。

　　ハ　機密情報の消去
　　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務の契約期間終了後速やかに、受託業務の遂行に当たって取得した機密情報について、公庫の指示に従い、公庫へ返却し、又は全て消去されていることを確認の上、別添２「情報の返還又は処分等に係る確認書」の提出又は口頭により公庫に報告します。

[bookmark: _Toc147312815][bookmark: _Hlk203494567]（４）業務室への入室　【公庫の業務室（公庫施設内の文書・端末が設置されているエリア）への入室がある場合のみ】
　　　委託先の情報管理責任者は、業務遂行のため業務従事者が公庫の業務室内に入室する必要がある場合、公庫の承認を受けるものとします（通常の入館手続等を経る形でも差し支えありません。）。
　　　委託先の情報管理責任者は、業務室への入室を認められた場合、入室を認められた業務従事者に対して次の事項を遵守させるものとします。
　　・承認された区域（業務遂行に必要な範囲）以外に立ち入らないこと。
　　・業務遂行に必要な範囲を超えて、業務室内の公庫の文書（電磁的記録を含む。）を閲覧及び持出しをしないこと。

[bookmark: _Toc147312816]（５）機器等の管理　【公庫の業務室（公庫施設内の文書・端末が設置されているエリア）への機器等の持込みがある場合のみ】
イ　機器等の持込み及び持出し
　　　　委託先は、受託業務の遂行にあたってパソコン等の機器や可搬性記録媒体（ＵＳＢメモリなど）を公庫の業務室に持ち込む場合及び公庫の業務室から持ち出す場合は、業務遂行中に公庫の機密情報をそれらに記録し、持ち出すことを防止するため、次の手順を踏むものとします。
【持込時】公庫の情報管理者に口頭その他適宜の方法により許可を受ける。
【持出時】業務遂行にあたって持ち込んだ機器等に不要な機密情報が記録されていた場合、それを全て消去の上、公庫の確認を受ける。

ロ　ネットワークへの接続
　　　　委託先の情報管理責任者は、公庫の業務室に持ち込んだパソコンについて、外部（インターネット接続及び外部委託業者の社内ネットワーク等）への接続を行う場合は、公庫に業務遂行上の必要性を説明の上、公庫に口頭その他適宜の方法により許可を受けます。

ハ　公庫端末への接続禁止
　　　　公庫の業務室に持ち込んだパソコンは、原則として職員端末及び部室店独自情報機器への接続を禁止します。やむを得ず接続する場合は、ウイルスチェックを行った上で、口頭その他適宜の方法で公庫から許可を受けます。

[bookmark: _Toc147312817]（６）再委託先に対する安全対策実施状況　【受託業務の再委託がある場合のみ】
　　　業務の遂行に関して再委託がある場合（※）、委託先の情報管理責任者は、再委託先（機密情報を取り扱う再委託先に限る。また、公庫が管理を不要とした再委託先を除く。以下同じ。）に対しても本ガイドラインで定める安全対策事項の遵守について同等の義務を課し、適切に管理するものとします。

　　　委託先の情報管理責任者は、公庫による監督（実地検査又は書面報告）の都度、再委託先の安全対策の実施状況に問題がないか確認し、次の各場合に応じた手順を踏むものとします。
	【公庫の実地検査を受検する場合】
公庫の実地検査を受検する際に、再委託先の安全対策の実施状況に問題がないことを報告します。
【公庫に書面報告を行う場合】
別添３「取得した情報の管理・取扱いに係る報告書」を公庫に提出する際に、再委託先の安全対策の実施状況に問題がないことを記載し、報告します。この場合において、提出前に全ての再委託先に対して同報告書の各報告事項に該当していることの確認を求め、報告書の別紙に各再委託先への確認結果を記載した上で提出します。


　　　委託先の情報管理責任者は、上記確認にあたって、再委託先に対して実地検査（オンラインによる視察など、これに代わるものでも可）を行うか、書面により報告を受けるものとします。

　　　また、上記定期の確認に加え、公庫又は委託先において再委託先における安全対策の遵守状況に懸念があると判断した場合は、委託先は速やかに再委託先に対して上記の確認を行うものとし、公庫に対して報告するものとします。
　　　
[bookmark: _Hlk188988418]　　（※）個人情報保護法を踏まえ、次のような場合は再委託に当たり、公庫への再委託に係る申請が必要になりますので、該当がある場合は公庫に対して事前に連絡してください。
　　　　イ　クラウドサービスの利用
[bookmark: _Hlk182816734][bookmark: _Hlk187426666]委託業務の遂行に当たって取得した個人情報又は顧客情報をクラウドサービスにおいて取り扱っている場合であって、当該クラウドサービスの提供事業者に対して指示・依頼をして当該情報を取り扱う作業を行わせるとき（例えば、ユーザー（委託先）に変更権限が無いクラウドサービス上の特定の顧客データについて、クラウドサービス提供事業者に依頼をして変更させる など、クラウドサービス上の情報について、入力、編集、削除、分析、出力等の処理を行わせることをいいます。）。クラウドサービスの「利用契約」という形を取っていたとしても、実際に指示・依頼をして個人情報又は顧客情報を取り扱わせている場合は、「再委託」に該当するものとして申請が必要です。
なお、そのような依頼・指示をせず、単にクラウドサービスを利用するだけであれば再委託には当たらず、申請は不要です。
　　　　ロ　情報システムの保守業務の外部委託
　　　　　　委託業務の遂行に当たって取得した個人情報又は顧客情報を委託先の情報システム内で取り扱っている場合であって、委託先が当該情報システムの保守業者に対して指示・依頼をして当該情報を取り扱う作業を行わせるとき。
[bookmark: _Hlk182816659]なお、作業の指示・依頼をする場合であっても、保守業者による情報の取得（記録・印刷等すること等をいいます。）を防止するための措置が講じられている場合（例：情報を取り扱う作業時には委託先の担当者が立ち会うこと等により、保守サービス提供事業者が情報を取得してしまう事態を防止する措置を講じている場合）などは、作業中に当該情報が閲覧可能であるとしても、再委託には当たらず申請は不要です。

[bookmark: _Hlk185416800]　　　　　なお、再委託に係る手続には一定の時間を要します。上記イ及びロに記載された作業の指示・依頼が見込まれる場合は、受託業務の履行開始前に公庫に連絡してください。

[bookmark: _Toc147312818]（７）情報漏えい等発生時の対応
　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務の履行（当該受託業務を再委託している場合は、当該再委託に係る業務の履行を含む。）に伴い、機密情報の漏えい、滅失、毀損その他安全確保の上で問題となる事案が発生したこと又はそのおそれのあることを知った場合は、直ちに公庫に報告し、その指示（※）に従うものとします。
　　　※公庫が委託先に対して実地検査を実施する場合は、それに協力することを含み、公庫が再委託先に対して実地検査を実施する場合は、それに同行し、再委託先に対して実地検査への協力を求めることを含みます。
　　　特に、個人情報保護委員会への報告義務や本人への通知義務が発生する漏えい等（個人情報保護法第68条）については、事案が発覚してから速やかに報告を行う必要があるため、迅速な連絡と対応を徹底するものとします。

[bookmark: _Toc147312819]（８）テレワーク　【受託業務をテレワークにより実施する場合のみ】
　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務をテレワークにて実施する場合には、自社が定めるセキュリティ管理の基準を遵守し、従事者に対し情報管理を徹底させます。

[bookmark: _Toc147312820]（９）教育
　　　委託先の情報管理責任者は、受託業務の従事者に対し、本遵守事項の主旨と内容についての教育を実施するものとします。

２　遵守状況の確認
　　公庫による確認として、実地検査の受検又は別添３「取得した情報の管理・取扱いに係る報告書」に基づく書面報告が必要になります（いずれによるかは公庫の指示に従うものとします。）。また、委託業務終了後にも別添２「情報の返還又は処分等に係る確認書」の提出等による報告が必要になります。
なお、上記のほか、監査担当部署が往査を行う場合もあります。

[bookmark: _Hlk188988597]３　その他
本ガイドラインが契約期間中に変更された場合は、変更後のガイドラインを遵守するものとします。
なお、別途仕様書がある場合であって、当該仕様書に記載する安全対策事項の内容が本ガイドラインを上回る内容であるときは、仕様書の記載を優先するものとします。

以上

[bookmark: _Hlk188988663]別添１



　令和　　年　　月　　日
日本政策金融公庫
　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　（会社名・氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

情報管理責任者選任・退任報告書兼記録票

標記について、下記のとおり報告します。

記

１．契約名





２．情報管理責任者
	項番
	名　　　　　前
	役　　職
	緊急時の連絡先
	選任・退任
	選任日・退任日

	

	
	
	
	
	令和　年　月　日









３．上記情報管理責任者が、公庫が定める安全対策ガイドラインの遵守事項に従い、公庫の機密情報を適切に管理します。



記載例



令和６年10月１日　
（注）委託先が法人の場合は会社名を、個人事業主の場合は氏名を記載します。

　令和　　年　　月　　日



日本政策金融公庫
· ○ グループリーダー　 殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　（会社名・氏名）　　　
株式会社○○又は公庫　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

情報管理責任者選任・退任報告書兼記録票

標記について、下記のとおり報告します。

記

１．契約名

　令和●年●月●日付け「○○に係る■■業務委託契約」
（注）契約書を作成しない場合は、令和●年●月●日付け発注に基づく「○○に係る■■業務委託契約」等と記載します。






２．情報管理責任者
	項番
	名　　　　　前
	役　　職
	緊急時の連絡先
	選任・退任
	選任日・退任日

	１
	△△　○○
	○○部長
	03－xxxx－yyyy
	退任
	令和６年９月30日

	２
	●●　■■
	○○部長
	03－xxxx－yyyy
	選任
	令和６年10月１日












３．上記情報管理責任者が、公庫が定める安全対策ガイドラインの遵守事項に従い、公庫の機密情報を適切に管理します。





別添２



令和　　年　　月　　日

株式会社日本政策金融公庫　御中
住　　所
会社名
責任者名

情報の返還又は処分等に係る確認書

　当社（私）が　　年　　月　　日付け「○○契約書」により貴公庫から受託した業務を処理するに当たって直接又は間接に取得した情報等の取扱いについて、下記のとおり御報告いたします。

記

　☐　取得情報、その複写物及び複製物について、貴公庫への返還又は処分が必要なものは全て、貴公庫の指示に従い、返還又は処分しました。

　☐　情報漏えい等（第三者への不正な提供を含む。）又はそのおそれその他の安全対策上の問題は発生していません。

　☐　上記２項目について、再委託先（公庫が管理を不要とした再委託先を除く。）にも確認しました。

以上　

　
別添３（従業員あり）

[image: ]
[image: ]
  


別添３（従業員なし）[image: ]

[image: ]


別添３の別紙
[image: ]











　（様式１）
令和　　年　　月　　日
参加申込書
株式会社日本政策金融公庫
管財部長　中田　充郎　殿
郵便番号
住所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　代表者印

株式会社日本政策金融公庫が令和７年12月15日付で公告した「令和８年度課題解決サポート事業受託者の公募」への参加を希望します。また、申込に当たり、募集要領の「２　応募要件」記載の次の項目に該当しないことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
なお、この参加申込書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議ありません。

１　次の各項に該当しない者であること。
（１）契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
（２）公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた３年以内の期間を経過しない者。
イ　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
ロ　公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ハ　契約者が契約を履行することを妨げたとき。
ニ　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
ホ　正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
へ　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
ト　この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
（３）参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
２　会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。

○連絡・送付先
	住所
	（〒　　　　　-　　　　　　　　）

	
	
	都道府県
	

	商号又は名称
	（フリガナ）

	
	　

	法人番号
※法人のみ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※13桁

	担当者
	所属・役職
	　

	
	氏名
	　

	電話番号
	　

	メールアドレス
	＠


（裏面あり）

　 　（両面印刷で印刷してください）

〇募集要領項番５に基づき、公庫が確認書の作成を必要と判断した場合のメール認証による電子署名の実施者及び使用するメールアドレスを以下の通り届け出ます。
	電子署名実施者
	役職名
	氏名

	
	
	

	メールアドレス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠




[bookmark: _Hlk180518512]○「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）」及び関連する政令等における「特定受託事業者」（注１）に係る確認欄（いずれか該当する欄に○をつけてください。）
	該当
	非該当

	
	






（注１）特定受託事業者とは、次の①、②のいずれかに該当するものをいう。
①個人であって、従業員を使用（注２）しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用（注２）しないもの
（注２）従業員を使用とは、①１週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ、②継続して 31 日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。






























（様式２）
個人情報等管理体制確認書
	項目
	内容

	会社の概要
	会社名：　　　　　
代表者氏名：　　　　
従業員数：　　　　　
所在地：　　　　　　
概要：
（１）沿革：　　　　
（２）資本金：　　　
（３）事業内容：　　
（４）その他：　　　

	受託業務の担当人員等
	

	個人情報等（個人情報、顧客情報その他の機密情報をいう。以下同じ。）の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
	

	個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
	

	個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
	

	再委託（子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。）に係る規定が整備されていること。
	

	取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
	【個人情報等の管理の責任者：　　　　　　　　　　　　　　】

	従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
	

	個人情報等の漏えい等が生じていないこと又は漏えい等が生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
	

	その他、個人情報等の管理体制の観点から、経営の健全性の確保のために実施していること。
	



上記のとおり相違ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　


個人情報等管理体制確認書（記載例）
	項目
	内容

	会社の概要
	会社名　　　　　　株式会社○○○○
代表者氏名　　　　○○　○○
従業員数　　　　　○○名
所在地　　　　　　東京都○○区○○町１－２－３
概要
（１）沿革　　　　昭和○年○月創業
（２）資本金　　　金１億円
（３）事業内容　　情報通信業
（４）その他　　　プライバシーマーク認証番号　〇〇〇〇

	受託業務の担当人員等
	担当部署　金融担当第○部　　　　担当人員　５人

	個人情報等（個人情報、顧客情報その他の機密情報をいう。以下同じ。）の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
	個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報等を取り扱うことを基本方針に掲げています。

	個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
	個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取り扱えないことを規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持出しを制限することを規定しています。

	個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
	担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年１回点検すること、監査委員会を設置し、監査委員長が年１回監査することを規定しています。

	再委託（子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。）に係る規定が整備されていること。
	個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。

	取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
	【個人情報等の管理の責任者：　代表取締役　　○○　○○】
個人情報等の管理については代表取締役が自ら責任を負うことを規定しています。

	従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
	全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。

	個人情報等の漏えい等が生じていないこと又は漏えい等が生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
	令和○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータを収録した可搬性記録媒体（ＵＳＢメモリ）の盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。
事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。
(1)・・・・
(2)・・・・

	その他、個人情報等の管理体制の観点から、経営の健全性の確保のために実施していること。
	安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。
就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を課すことにしています。


上記のとおり相違ありません。　　　　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日
株式会社○○○○
代表取締役　○○　○○　　　　　










（様式３）

令和　　年　　月　　日

株式会社日本政策金融公庫　御中


住　　所　　　　　　　　　　　　　　
会社名　　　　　　　　　　　　　　
代表者名                               ㊞


	誓約書		


　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）は、株式会社日本政策金融公庫（以下「乙」という。）から令和７年12月15日付け公告に基づく課題解決サポート事業（以下「本件業務」という。）を受託するに当たり、乙に対し、下記の事項を遵守することを誓約（以下「本誓約」という。）します。

記

（機密情報の保持）
第１条　甲及び甲の従事者は、本件業務の遂行に当たって、乙から提供され、又は知り得た顧客情報、乙の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報（以下「機密情報」という。）について、乙が甲に公表することを承認した情報を除き、これを第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であることを甲が証明できるものは、機密情報としない。
（１）既に公知となっている情報又は提供後に甲及び乙のいずれの責めにもよらず公知となった情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第60条第１項に規定する保有個人情報を除く。）
（２）甲が独自に開発した情報
（３）甲が守秘義務を負うことなく、正当な第三者から適法に入手した情報
２　前項の定めにかかわらず、甲は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他甲を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において機密情報を開示することができる。ただし、甲は、かかる開示を行った場合には、その旨を速やかに乙に対して通知するものとする。
３　甲は、自己の責めに帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、乙若しくは乙の役職員等（以下「乙等」という。）又は第三者に損害を与えた場合には、乙等又は当該第三者の損害に対して賠償の責めを負うものとする。

（機密情報の管理）
第２条　甲は、機密情報を複製し、又は改変してはならない。ただし、乙の承認を得た場合は、本件業務の遂行上必要な範囲内で複製し、又は改変することができる。
２　甲は、機密情報について、善良な管理者の注意をもって管理し、保管する義務を負うものとする。
３　甲は、機密情報を乙の承認なしに所定の場所から搬出してはならない。
４　甲は、機密情報を乙の承認なしに廃棄し、又は残置してはならない。

（機密情報の使用制限）
第３条　甲は、機密情報について、本件業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的のために用いてはならない。

（安全確保・保管場所）
第４条　甲は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に機密情報を保管する。

（再委託等）
第５条　甲は、乙から受託した本件業務の再委託（子会社（会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。以下同じ。）を行ってはならない。ただし、乙が承認した場合は、この限りでない。
２　前項ただし書により乙が承認した場合は、甲は、再委託先（再委託先が子会社である場合を含み、再々委託先以降の委託先を含む。以下同じ。）の事業者及び従事者に本誓約の義務を遵守させるため、再委託に係る契約において、本誓約の義務と同様の義務を負わせる等必要な措置を講じるとともに、再委託先の事業者及び従事者の行為につき、乙に対し自ら業務を遂行した場合と同様の責めを負うものとする。

（機密情報の提供及び返還）
第６条　甲は、機密情報が本件業務の遂行上不要となった場合、本件業務が終了した場合又は乙の指示があった場合は、遅滞なくこれらを乙に返還し、又は乙の指示に従った処置を行い、乙に対して完了報告を行うものとする。

（機密情報に係る従事者の監督及び教育）
第７条　甲は、甲の従事者に対し、機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正に監督を行わなければならない。
２　甲は、甲の従事者に対して本誓約に定める事項を十分に説明し、機密情報保持についての教育を徹底し、これを担保するために甲の従事者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講じることとする。

（機密情報に係る調査・報告）
第８条　甲による機密情報の取扱状況について乙が甲に対し報告を求め、又は乙による調査を必要と認めた場合、甲はこれに応じるものとする。
２　甲は、機密情報に関する事故や犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、乙に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。

　（顧客サポート等管理体制）
第９条　本件業務の遂行に当たって、甲が乙の顧客情報を取り扱う場合又は乙の顧客に対応する場合、乙の顧客から甲に対し、相談、苦情及び要望があったときは、乙へ速やかに報告するものとする。
２　顧客サポート等管理体制は、別紙のとおりとする。

（適用）
第10条　第１条から第８条までに定める事項は、本誓約前に乙から甲に提供された機密情報に対しても適用されるものとする。
２　第２条第１項ただし書の規定により複製し、又は改変した機密情報についても本誓約の内容を適用するものとする。
３　機密情報の取扱いに当たって、乙が別途「機密情報の取扱いに係る安全対策ガイドライン」を交付した場合、甲は、本契約の内容とともに、当該ガイドラインを遵守するものとする。

（委託業務の解除）
第11条　甲は、次の第１号から第７号までのいずれかの事由に該当する場合は乙から何ら催告することなく当然に、次の第８号又は第９号の事由に該当する場合には相当の期間を定めて乙から事前の催告をすることにより、本件業務に係る乙の甲に対する委託を解除することを認める。これにより、甲が損害を被ることがあっても、甲は乙に対して何ら責任を追及しない。
（１）甲が本件業務を遂行せず（本誓約の前後に関わらず遂行が不能である場合を含む。）、又は遂行する見込がないと乙が認めたとき。
（２）本件業務の遂行について、甲又は甲の従事者が、乙に対し不正の行為をなしたと乙が認めたとき。
（３）甲に重大な過失又は背信行為があったと乙が認めたとき。
（４）甲に仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
（５）甲が手形交換所（手形法（昭和７年法律第20号）第83条及び小切手法（昭和８年法律第57号）第69条の規定により法務大臣が指定し設置するものをいう。）の取引停止処分を受けたとき。
（６）甲が公租公課の滞納による処分を受けたとき。
（７）甲が監督官庁から行政処分を受け、当該処分により本件業務の遂行に支障があると乙が認めたとき。
（８）甲が何らかの理由により本件業務の遂行が困難となり、又はそのおそれがあることを乙が示したとき。
（９）前各号に掲げる場合のほか、甲が本誓約に違反し、又は違反するおそれがあると乙が認めたとき。
２　甲は、前項各号の事由が生じたことにより、乙等に損害を与えた場合には、乙等の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
３　甲は、乙が本件業務の遂行割合に応じた契約金額相当額を支払って本件業務に係る乙の甲に対する委託の全部又は一部を解除することができることを認める。
４　甲が特定受託事業者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）第２条第１項）に該当する場合、前項の解除は乙が解除日の30日前までに甲に書面又は電磁的記録により通知していた場合に限り認めるものとする。

（協議）
第12条　本誓約に定めのない事項又は本誓約及び本件業務の遂行につき疑義が生じた事項については、甲乙が協議の上、誠意をもって円満な解決を図るものとする。
２　本誓約書に定められている「書面」は、法令等に特段の定めがある場合を除き、当事者間の協議により、「電磁的記録」と読み替えることができるものとする。

（残存条項）
第13条　第１条から第４条まで、第５条第２項、第６条から第８条まで、第10条及び前条の規定は、本件業務の遂行後も引き続きその効力を有するものとする。

以上

別紙


顧客サポート等管理体制図

	調査項目
	内容

	乙の顧客情報を取り扱う業務又は乙の顧客に対応する業務（注）
	該当する・該当しない

	相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者
	

	体制図
	



（注）いずれの業務にも該当しない場合は、内容欄の「該当しない」に丸印をつけ、他の調査項目は記載不要






（様式３の別紙の記載例）

顧客サポート等管理体制図（記載例）
	調査項目
	内　　容

	乙の顧客情報を取り扱う業務又は乙の顧客に対応する業務（注）
	
該当する・該当しない

	相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者
	クレーム対応の管理責任者は、代表者　　○○　○○となっています。

	
体　制　図
	顧客等



苦情
対応



○○　○○


報告・
対応協議



公庫本店



【処理手順】
（１）業務にあたり、顧客からクレームが生じた際は公庫本店に報告し、対応を協議する。
（２）公庫からの指示に従い、対応を実施する。












（様式４）
令和　　年　　月　　日

法人名又は氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　
課題解決サポート事業　調査計画書
· 令和８年度課題解決サポート事業において、調査実務を担う者及び対応可能なメニューは以下のとおりです。
	No
	氏名・名称
	資格
（税理士、中小企業診断士、
獣医師等）
	アドバイザー
１：農業
２：林業
３：水産業
※複数選択可
	連絡先
（電話番号）
	対応エリア（○○県、
○○地方等）
	対応業種
１：農業
２：林業
３：水産業
※複数選択可
	対応可能メニュー
（対応可能なメニューに○、特に得意な分野には◎を付けてください。）

	
	
	
	
	
	
	
	実態把握
	経営課題共有
	課題解決提案
	輸出支援

	
	
	
	
	
	
	
	①経営状況把握
	②計画作成支援
	①経営ビジョンの策定支援
	②経営発展プランのフォロー
	③経営課題の抽出・分析
	①６次産業化支援
	②販路拡大支援
	③法人化支援
	④事業承継支援
	⑤後継者育成支援
	⑥新規参入支援
	⑦経営改善・事業再生支援
	⑧生産工程の見直し
	⑨労務管理・組織体制見直し
	⑩生産技術支援
	⑪その他（簡潔に記載）
	⑫ＦＣＰシート作成支援
	⑬濃密課題解決支援
	①トライアル輸出
	②海外販路開拓
	③輸出規制・市場等対応支援

	(例)
	農林　太郎
	税理士
中小企業診断士
	１
	0123-456-7890
	関東地方
	１、２、３
	○
	○
	
	
	○
	
	
	○
	◎
	
	
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※課題解決サポート事業において、調査実務を担う者及び対応可能なメニューを全て記載してください。
※列が不足する場合には適宜追加のうえ記載してください。

（様式５）〇提出先（郵送等で提出する際に切り離してご利用ください。）


令和　　年　　月　　日
〒100-0004
東京都千代田区大手町１－９－４
　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー
㈱日本政策金融公庫 管財部 契約課　行








提出書類確認票（セルフチェック）

（受託者）
法人名又は氏名：　　　　　　　　　　　　　　
【提出必要書類】
※提出書類は、過年度の様式ではなく、募集要項に添付している様式でご提出ください。
	[bookmark: _Hlk127432375]№
	書類
	様式
	属性

	
	
	
	個人・個人事務所
	法人・団体

	
	
	
	・農業経営アドバイザー
・税理士・中小企業診断士
・税理士事務所（個人）等
	・株式会社
・税理士法人
・一般社団法人　　　等

	[bookmark: _Hlk127432608]１
	参加申込書
	様式１
	□

	２
	個人情報等管理体制確認書
	様式２
	□

	3-1
	機密情報保持等に関する誓約書
	様式３
	□

	3-2
	誓約書別紙（顧客サポート等管理体制図）
	別紙
	□

	４
	調査計画書
	様式４
	□

	５
	応募要件証明書類
	―
	□
	□

	
	
	
	資格証明書類（写し、税理士証票や中小企業診断士登録証など）
※有効期限のある証明書は有効期限内のもの。
※資格を有さない者は経歴書等を添付する。
	事業内容がわかるもの（本事業の履行が可能であると判断できる情報が掲載されている定款、パンフレット、ホームページを出力したもの等）

	６
	提出書類確認票（セルフチェック）【本票】
	様式５
	□
※提出は任意であり、合否に影響しない。

	７
	「Ｃ 課題解決提案」メニューに関する報告書のサンプル等
	任意
	□
※提出は任意であり、合否に影響しない。作成する際には、項番１（２）の「Ｃ 課題解決提案」メニューの中からテーマを選定する。調査を希望する者に提供することを想定し策定すること（個人情報を含まないものに限る）。



注：№１～５の書類で参加資格を審査出来ない場合のみ、公庫から応募者に個別に資料の提出を依頼する場合がある。
【提出前確認】
ご提出前に次の各項について再度ご確認をお願いします。
	№
	確認内容
	チェック

	１
	募集要領に添付された提出様式を使用していること（過年度の様式を使用していないこと）。
	□

	２
	押印漏れがないこと（様式１参加申込書及び様式３誓約書）。
	□

	３
	【法人のみ】様式１参加申込書の「法人番号」を記載していること及び13桁の番号であること。
	□

	４
	様式１参加申込書の裏面を記載していること。
	□








































（様式Ｃ１号）
令和　年　月　日
株式会社日本政策金融公庫
農林水産事業本部　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（受託者）
法人名又は氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

課題解決サポート事業　調査報告書

下記のとおり、報告いたします。

記

１　調査対象先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（調査対象先が法人の場合は法人名、個人の場合は氏名を記載してください）

２　調査実施日等（複数回接触した場合には全ての接触日を記載してください）
	訪問日等
	調査方法
（現地訪問、オンライン面談等）
	相手方
	内容（概要）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



３　調査内容（実施した調査の内容に☑を付してください）
	分類
	メニュー
	調査の概要
	提出書類

	□実態把握
	□経営状況把握
	
	

	
	□計画作成支援
	
	

	□経営課題共有
	□経営ビジョンの策定支援
	
	

	
	□経営発展プランのフォロー
	
	

	
	□経営課題の抽出・分析
	
	

	
	□その他
	
	

	□課題解決提案
（メニュー：　　　　　　　　　　　　　）
	
	

	□輸出支援
（メニュー：　　　　　　　　　　　　　）
	
	




以上


＜メニューに応じた必須提出書類＞
	[bookmark: _Hlk211427535]区分
	メニュー
	必須提出書類

	実態把握
	経営状況把握
	経営及び投資動向ヒアリングシート（参考様式）又は公庫から依頼した資料等

	
	計画作成支援
	経営改善計画書（５か年程度の収支計画、償還計画、経営改善方策（判１枚程度）を含む）

	経営課題共有
	経営ビジョンの策定支援
	・経営ビジョンシート
・経営ビジョンシート策定にいたる農林漁業者へのアドバイス内容（Ａ４判1枚程度）
・策定した経営ビジョンシートへのコメント（Ａ４判1枚程度）

	
	経営発展プランのフォロー
	・アクションプランの進捗状況を整理した資料（様式任意）
・進捗状況を踏まえた新たな経営課題の抽出とその改善策を記載した提案書（様式任意）

	
	経営課題の抽出・分析
	報告書（様式任意）

	
	その他
	報告書（様式任意）

	課題解決支援
	報告書（様式任意）

	輸出支援
	報告書（様式任意）






















以上










（様式Ｃ２－１号）
令和　　年　　月　　日
株式会社日本政策公庫
農林水産事業本部　御中
（受託者）
住所　　
法人名又は氏名　　

	法人番号（13桁）
※法人の場合のみ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	登録番号（13桁）
※適格請求書発行事業者の場合のみ
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





調査委託費請求書

令和●年●月●日付けで調査完了した課題解決サポート事業の委託費を次のとおり請求いたします。

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円也（税込）
（請求の内訳は収支決算書のとおり）
【振込先】
	金融機関名
	本支店名
	金融機関コード
	店舗番号

	
	銀行・信金
信組・農協
その他（）
	
	支店・支所
本店・本所
	
	
	
	
	
	
	

	預金種類
	口座番号※
	口座名義（カナ）（30文字）※

	普通（総合）
当座
その他（）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※金融機関名、本支店名、預金種類は該当する種類を囲ってください。
※口座番号が7桁未満の場合は右詰めで記入し、空欄には０を記入してください。
※口座名義（カナ）は通帳等を確認の上、正確に記入してください。カタカナ小文字は大文字に置き換えていただき、濁点・半濁点・半角記号・空欄は１マス使用してください。
【ご担当者】
	ご担当者の氏名
	

	連絡先（電話番号）
	


　　※ご担当者の氏名及び連絡先（電話番号）は必ず記入してください。

【公庫処理欄】　　　
	本店受領日
	源泉関係
	特定受託事業者

	
	源：
支：
	・特定受託事業者（フリーランス）への該当（有・無）
【有の場合】□通知書により給付の内容等を明示済み
【無の場合】□公募書類でフリーランスでないことを確認済み




（様式Ｃ２－２号（外国法人用））
令和　　年　　月　　日
株式会社日本政策公庫
農林水産事業本部　御中
（受託者）
住所　　
法人名又は氏名　　

調査委託費請求書

令和●年●月●日付けで調査完了した課題解決サポート事業の委託費を次のとおり請求いたします。

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円也（税込）
（請求の内訳は収支決算書のとおり）
【振込先】
	金融機関名
	

	銀行識別コード
	銀行コード：
SWIFT BIC：

	支店名
	

	支店所在地
	

	口座番号
	
※番号全体（支店コードや口座識別コード含む）をご記入ください。

	口座名義
	
※様式Ｃ１号の受託者名と同一名義の口座でお願いします。

	お受取人の住所・国名
	

	ご希望の通貨
	日本円／ＵＳドル／その他通貨（通貨名：　　　　）
※通貨によってはご希望に添えない場合があります。



【ご担当者】
	ご担当者の氏名
	

	連絡先（電話番号）
	


　　※ご担当者の氏名及び連絡先（電話番号）は必ず記入してください。


【公庫処理欄】　　　
	本店受領日
	源泉関係
	特定受託事業者

	
	源：
支：
	・特定受託事業者（フリーランス）への該当（有・無）
【有の場合】□通知書により給付の内容等を明示済み
【無の場合】□公募書類で確認済み






（様式Ｃ３号）
収支決算書
	区分
	メニュー
	金額（税抜）
	内訳
（件数×単価（税抜））

	Ａ　実態把握
	①経営状況把握
	円
	●件　×　20,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	
	②計画作成支援
	円
	●件　×　50,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	Ｂ　経営課題共有
	メニュー名：
（　　　　　　　　　　）
	円
	●件　×　100,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	Ｃ　課題解決提案
	メニュー名：
（　　　　　　　　　　）
	円
	●件　×　260,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	２件目以降
※１
	●件　×　100,000円
（調査対象者：　　　　　　　）

	
	⑫ＦＣＰシート作成支援
	円
	●件　×　100,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	
	⑬濃密課題解決支援
	円
	●件　×　780,000円
（調査対象者：　　　　　　　　　　　　）

	Ｄ　輸出支援
	①トライアル輸出支援
②海外販路開拓
	円
	国内
	●件　×　150,000円
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	事前面談
（国内）
	●件　×　20,000円
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	事後フォロー（国内）
	●件　×　20,000円
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	海外
	●件×150,000円(消費税対象外)
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	事前面談（海外）
	●件×20,000円(消費税対象外)
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	事後フォロー（海外）
	●件×20,000円(消費税対象外)
（調査対象者：　　　　　）

	
	③輸出規制・市場等対応支援
	円
	国内
	●件×260,000円
（調査対象者：　　　　　）

	
	
	
	海外
	●件×260,000円(消費税対象外)
（調査対象者：　　　　　）

	事務手数料※２
	円
	●件　×　2,000円

	計（消費税10%対象）
	円
	（消費税　　　　　　円）
※左記金額に消費税率（10％）を乗じたうえで端数処理する

	計（消費税対象外）
	円
	


※１　「C 課題解決提案」において、同一の調査対象先に対して①～⑪のメニューの調査を複数行う場合、２件目以降の委託費単価は１件当たり100千円（消費税及び地方消費税を除く。）です。
※２　受託者が項番２「応募要件」（１）ロの団体であって、調査実務を担う会員等を選定するための事務手数料が必要な場合は、１件当たり２千円（消費税及び地方消費税を除く。）を加算する。

image3.emf
令和 年 月 日

株式会社日本政策金融公庫　御中

（２）機密情報の取扱い

（３）業務室への入室

取得した情報の管理・取扱いに係る報告書

　当社が　　年　　月　　日付け「○○契約書」により貴公庫から受託した業務を処理するに当たって、直接又は間接

に取得した情報等（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に定める個人情報を含む。）の取扱いについ

て、下記のとおり御報告いたします。

記

　貴公庫の業務室に入室する際は、貴公庫の承認を受けています。 はい・いいえ・該当なし

　機密情報の提供を受ける場合は、貴公庫の承認を得るなど適切な方法により

提供を受けています。

　取得情報は、外部に漏えい等又は不正に提供していません。

はい・いいえ

はい・いいえ

　貴公庫の承諾なく、取得情報を複写し、複製し、又は所定の場所から搬出し

ていません。

はい・いいえ

　取得情報は、施錠可能な場所に保管し、所定の担当者以外によるアクセスが

不能とする（電磁的記録についても同じ。）等、適切に管理を行っています。

はい・いいえ

安全対策・遵守事項等（注）

（１）管理体制

はい・いいえ・該当なし

　入室を認められた業務従事者に対して禁止事項

（※）

の管理を行っています。

※承認された区域（業務遂行に必要な範囲）以外に立入らないこと。

　業務遂行に必要な範囲を超えて、業務室内の公庫の文書（電磁的記録を含む。）を閲覧及

び持出しをしないこと。

はい・いいえ・該当なし

はい・いいえ・該当なし

はい・いいえ・該当なし

　貴公庫に報告した情報管理責任者に変更があった場合、貴公庫に対して変更

の報告を行っています。

　サイバーセキュリティに関する組織体制があります。または、サイバーイン

シデントが発生した場合の責任者を明確にしています。

　サイバーセキュリティ対策を実施しています。

　受託した業務を遂行するに当たってクラウドサービス（社外のサーバ上で情

報を取り扱うサービス。以下同じ。）を利用する場合には、当該クラウドサー

ビスのセキュリティ対策が十分であることを確認しています。

※クラウドサービスを利用している場合は項番(8)の1項目目の記載もご確認ください。

住所

会社名

責任者名



報告内容



はい・いいえ・該当なし


image4.emf
（４）機器等の管理

（５）情報漏えい等発生時の対応

（６）テレワーク

（７）教育

（８）再委託に関する事項

　パソコン等の機器を貴公庫の業務室に持ち込む際には貴公庫の承認を受けて

います。

はい・いいえ・該当なし

　持ち込んだ機器を貴公庫の業務室から持ち出す場合、不要な機密情報を全て

消去し、貴公庫の確認を受けています。

はい・いいえ・該当なし

はい・いいえ・該当なし

　貴公庫の業務室に持ち込んだパソコンについて、貴公庫の端末に接続してい

ません。接続する場合は、ウイルスチェックを行った上で、貴公庫の承認を受

けています。

はい・いいえ・該当なし

　情報漏えい等又はそのおそれその他の安全対策上の問題が発生した場合、直

ちに貴公庫に報告しています。

はい・いいえ・該当なし

　貴公庫の業務室に持ち込んだパソコンを外部ネットワークへ接続する際は、

貴公庫の承認を受けています。

　受託した業務をテレワークにより行う場合は、不正使用、不正アクセス、情

報漏えい等に対するセキュリティを確保しています。

はい・いいえ・該当なし

　業務従事者に対して、契約締結後（契約期間中に追加された業務従事者に対

しては追加後）速やかに、安全対策事項の主旨及び内容について教育を実施し

ています。

はい・いいえ

　貴公庫の承認に基づき再委託（再々委託以降の委託を含む。）を行った場

合、再委託先（公庫が管理を不要とした再委託先を除く。以下同じ。）に同様

の義務を課し、適切に管理しています。

はい・いいえ・該当なし

(注１)　必要に応じて適宜項目を追加して差し支えない。

(注２)　各報告事項について、「報告内容」欄の記入に代わる資料をもって代えることができる（同資料は本報告書に添付する）。

　再委託先（再委託先が子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をい

う。以下同じ。）である場合を含み、再々委託先以降の委託先を含む。以下同

じ。）に業務を行わせる場合

（※）

、貴公庫の承認を受けています。

※クラウドサービスの利用に当たって、当該クラウドサービスの提供事業者に対して個人情

報や顧客情報を取り扱う作業の指示・依頼を行う場合も含みます。

はい・いいえ・該当なし

　再委託先以降の委託先（子会社を含む。）について、項番（１）から（７）

までの項目に該当することを確認しています。

（全ての再委託先以降の委託先に対する確認結果を別紙（別シート）に記載）

はい・いいえ・該当なし
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令和 年 月 日

株式会社日本政策金融公庫　御中

（２）機密情報の取扱い

（３）業務室への入室

（４）機器等の管理

（５）情報漏えい等発生時の対応

　貴公庫の業務室に入室する際は、貴公庫の承認を受けています。 はい・いいえ・該当なし

　機密情報の提供を受ける場合は、貴公庫の承認を得るなど適切な方法により

提供を受けています。

　取得情報は、外部に漏えい等又は不正に提供していません。

はい・いいえ

はい・いいえ

　貴公庫の承諾なく、取得情報を複写し、複製し、又は所定の場所から搬出し

ていません。

はい・いいえ

　取得情報は、施錠可能な場所に保管し、他の者によるアクセスが不能とする

（電磁的記録についても同じ。）等、適切に管理を行っています。

はい・いいえ

　受託した業務を遂行するに当たってクラウドサービス（外部のサーバ上で情

報を取り扱うサービス。以下同じ。）を利用する場合には、当該クラウドサー

ビスのセキュリティ対策が十分であることを確認しています。

※クラウドサービスを利用している場合は項番(6)の1項目目の記載もご確認ください。

取得した情報の管理・取扱いに係る報告書

　私が　　年　　月　　日付け「○○契約書」により貴公庫から受託した業務を処理するに当たって、直接又は間接に

取得した情報等（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に定める個人情報を含む。）の取扱いについ

て、下記のとおり御報告いたします。

記

安全対策・遵守事項等（注）

住所

受託者名



はい・いいえ・該当なし

　貴公庫の業務室に持ち込んだパソコンについて、貴公庫の端末に接続してい

ません。接続する場合は、ウイルスチェックを行った上で、貴公庫の承認を受

けています。

はい・いいえ・該当なし

　情報漏えい等又はそのおそれその他の安全対策上の問題が発生した場合、直

ちに貴公庫に報告しています。

はい・いいえ・該当なし

　貴公庫の業務室に持ち込んだパソコンを外部ネットワークへ接続する際は、

貴公庫の承認を受けています。

（１）管理体制

　パソコン等の機器を貴公庫の業務室に持ち込む際には貴公庫の承認を受けて

います。

はい・いいえ・該当なし

　持ち込んだ機器を貴公庫の業務室から持ち出す場合、不要な機密情報を全て

消去し、貴公庫の確認を受けています。

はい・いいえ・該当なし

報告内容



はい・いいえ・該当なし

はい・いいえ・該当なし

　サイバーセキュリティ対策を実施しています。
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（６）再委託に関する事項

　貴公庫の承認に基づき再委託（再々委託以降の委託を含む。）を行った場

合、再委託先（公庫が管理を不要とした再委託先を除く。以下同じ。）に同様

の義務を課し、適切に管理しています。

はい・いいえ・該当なし

　再委託先以降の委託先について、項番（１）から（５）までの項目に該当す

ることを確認しています。

（全ての再委託先以降の委託先に対する確認結果を別紙（別シート）に記載）

はい・いいえ・該当なし

(注１)　必要に応じて適宜項目を追加して差し支えない。

(注２)　各報告事項について、「報告内容」欄の記入に代わる資料をもって代えることができる（同資料は本報告書に添付する）。

　再委託先（再々委託先以降の委託先を含む。以下同じ。）に業務を行わせる

場合

（※）

、貴公庫の承認を受けています。

※クラウドサービスの利用に当たって、当該クラウドサービスの提供事業者に対して個人情報や顧

客情報を取り扱う作業の指示・依頼を行う場合も含みます。

はい・いいえ・該当なし
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再委託先

本書面の確認方法

確認日 　　年　月　日

相手方（氏名・所属等）

備考

再委託先

本書面の確認方法

確認日 　　年　月　日

相手方（氏名・所属等）

備考

再委託先

本書面の確認方法

確認日 　　年　月　日

相手方（氏名・所属等）

備考

再委託先

本書面の確認方法

確認日 　　年　月　日

相手方（氏名・所属等）

備考

　※ 報告内容を満たす場合は、適宜の様式で差し支えありません。


image1.png
(22 )

BHHESS SO

(e 3:im)
RSSO

(B TRemELE)
RS D

ONE. EE > S
<€ % > xgg}iﬂ%ﬁ(;ﬁé%n‘ﬂﬂ’é
2EOORS
[OFE == N _ <Z&>
BERHEORR RS OBFERNE CARDOBEE
Ay
D U, > (FAEHRE) < ==
. ADBOOBET
@EEtE =
>
<€ Ty COBATIMEZE+
QEFEBOHK e po—
< (EARRSDIZE (O EHETRIERS) -
- > LLBODMEE
@FFEBDIIA





image2.png
(22 )

RS D

Ctemex 3rim)
XHESS PHD

W)

o

(HERE
RS D

> 25EE
<€ >
@R HASHOOHEEL
QRENEHRA HRStA BT
HERMORR ENEEE OREENM
E ST
D > (RESRE) — PESS—S
@RFEME
< >
[CLELVIBTIIN
OEFXBOBER
>

@®FFEBEDITIAL





